
特集

参
院
選
２
０
１
９
と

　
　
　
　

法
律
家
の
課
題

　
◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

二
〇
一
九
年
七
月
二
一
日
、
参
議
院
選
挙
の
投
開
票
が
行

わ
れ
た（
以
下「
一
九
参
院
選
」と
い
う
。）。

　

二
〇
一
二
年
に
生
ま
れ
た
第
二
次
安
倍
政
権
は
、
二
〇
一

三
年
に
特
定
秘
密
保
護
法
、
二
〇
一
五
年
に
は
集
団
的
自
衛

権
行
使
を
認
め
る
安
全
保
障
関
連
法
、
二
〇
一
七
年
に
共
謀

罪
法
を
強
行
採
決
し
、
そ
し
て
、
集
大
成
と
し
て
憲
法
九
条

の
明
文
改
憲
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
恒
久
平

和
主
義
、
民
主
主
義
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
原
則
を

根
本
規
範
と
し
て
個
人
の
尊
厳
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
日
本

国
憲
法
の
定
め
た
こ
の
国
の
構
造
を
作
り
変
え
よ
う
と
す
る

暴
挙
で
あ
る
。

　

一
九
参
院
選
は
、
こ
う
し
た
安
倍
政
権
に
よ
る
政
治
に
終

止
符
を
打
ち
、
憲
法
９
条
の
明
文
改
憲
を
断
念
さ
せ
、
安
倍

政
治
に
代
わ
る
新
た
な
政
治
を
つ
く
る
契
機
に
で
き
る
か
ど

う
か
が
問
わ
れ
た
歴
史
的
な
選
挙
だ
っ
た
。

　

本
特
集
は
、
一
九
参
院
選
の
結
果
を
分
析
し
た
う
え
、
平

和
主
義
、
民
主
主
義
、
人
権
擁
護
に
係
る
法
律
家
運
動
の
課

題
を
明
ら
か
に
し
、
憲
法
の
諸
価
値
を
実
現
す
る
新
た
な
政

治
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
特
集
は
二
つ
の

内
容
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
は
、
一
九
参
院
選
直
後
に
開
催
さ
れ
た
日
本
民
主
法

律
家
協
会
定
時
総
会
で
の
、
渡
辺
治
一
橋
大
学
名
誉
教
授
の

記
念
講
演
「
参
院
選
の
結
果
と
安
倍
改
憲
を
め
ぐ
る
情
勢
と

課
題
」
で
あ
る
。
渡
辺
治
講
演
は
、
一
九
参
院
選
の
結
果
に

つ
い
て
、
①
改
憲
勢
力
は
三
分
の
二
の
議
席
を
割
っ
た
も
の

の
、
安
倍
改
憲
の
動
き
を
止
め
る
ま
で
に
は
行
か
ず
、
改
憲

を
巡
る
対
抗
が
新
た
な
局
面
に
入
っ
た
こ
と
、
②
安
倍
政
権

に
対
す
る
「
仕
方
の
な
い
支
持
」
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、

③
野
党
共
闘
と
市
民
の
闘
い
に
よ
る
一
〇
の
一
人
区
で
の
勝

利
は
、
安
倍
政
治
打
破
の
た
め
の
私
た
ち
の
方
向
と
今
後
や

る
べ
き
課
題
を
示
し
た
と
分
析
し
、
野
党
共
闘
を
「
政
権
を

担
う
共
闘
」
に
強
め
、
安
倍
政
治
に
代
わ
る
政
策
を
具
体
化

し
、
国
民
の
前
に
提
示
す
る
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
内
容
は
、「
市
民
と
立
憲
野
党
の
13
の
共
通
政

策
・
私
た
ち
法
律
家
の
闘
い
」
と
し
て
、
市
民
連
合
呼
び
か

け
人
で
あ
る
広
渡
清
吾
氏
の
ほ
か
一
三
名
の
論
者
に
執
筆
頂

い
た
論
考
で
あ
る
。

　

一
九
参
院
選
は
、
安
倍
政
治
に
終
止
符
を
打
つ
べ
く
、
安

保
法
制
の
廃
止
と
立
憲
主
義
の
回
復
を
求
め
る
市
民
連
合
と

立
憲
野
党
四
党
一
会
派
に
よ
る
13
項
目
の
共
通
政
策
に
つ
い

て
の
合
意
が
実
現
す
る
中
で
た
た
か
わ
れ
た
。
改
憲
問
題
対

策
法
律
家
六
団
体
連
絡
会
は
、
こ
の
政
策
合
意
が
挙
げ
る
13
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項
目
の
分
野
の
第
一
線
で
活
動
す
る
法
律
家
に
呼
び
か
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
こ
の
政
策
合
意
の
項
目
に
賛
同
し
、

安
倍
政
治
か
ら
の
転
換
を
目
指
す
立
憲
野
党
会
派
を
支
持
す

る
記
者
会
見
を
参
院
選
前
七
月
一
日
に
行
っ
た
。
法
律
家
た

ち
は
、
①
安
倍
政
治
に
よ
っ
て
い
か
に
国
民
生
活
が
疲
弊
し
、

軍
事
大
国
化
が
進
み
、
民
主
主
義
と
人
権
が
危
機
に
晒
さ
れ

て
い
る
か
、
②
憲
法
の
諸
価
値
が
壊
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
市
民
運
動
が
い
か
に
粘
り
強
く

奮
闘
し
て
い
る
か
、
③
安
倍
政
治
の
も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
課

題
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
て
お
り
、
草
の
根
の
市

民
運
動
と
そ
の
た
た
か
い
は
、
安
倍
政
治
に
代
わ
る
、
憲
法

の
諸
価
値
を
実
現
す
る
新
た
な
政
治
を
ど
れ
ほ
ど
求
め
て
い

る
か
を
豊
か
に
語
っ
た
。

　

本
特
集
で
は
、
こ
の
記
者
会
見
で
報
告
頂
い
た
法
律
家
の

皆
さ
ん
に
、
改
め
て
論
考
を
執
筆
頂
き
、「
市
民
と
立
憲
野
党

の
13
の
共
通
政
策
・
私
た
ち
法
律
家
の
闘
い
」
と
し
て
構
成

し
た
。
新
た
な
政
治
の
選
択
肢
を
国
民
の
前
に
示
す
に
は
、

政
策
課
題
の
さ
ら
な
る
探
究
が
求
め
ら
れ
る
。
13
項
目
の
政

策
課
題
と
こ
れ
に
係
る
法
律
家
運
動
を
い
か
に
前
進
さ
せ
る

か
、
そ
の
た
め
の
課
題
は
何
か
。
短
時
間
の
記
者
会
見
で
は

と
う
て
い
語
り
つ
く
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
各
報
告

者
に
縦
横
に
論
じ
て
い
た
だ
い
た
。

　
「
新
し
い
政
治
の
旗
印
│
市
民
連
合
と
立
憲
野
党
の
共
通

政
策
を
発
展
さ
せ
る
」
と
題
す
る
広
渡
清
吾
氏
の
論
考
は
、

「
戦
後
日
本
社
会
は
、
侵
略
戦
争
と
植
民
地
支
配
を
反
省
し
、

非
戦
・
非
武
装
の
平
和
国
家
と
し
て
ア
ジ
ア
と
世
界
の
な
か

で
生
き
る
、
そ
の
保
障
と
し
て
憲
法
九
条
を
掲
げ
て
き
た
。

安
倍
政
治
は
、
こ
れ
を
実
質
的
に
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
を
歴

史
的
課
題
と
し
、
ま
さ
に
戦
後
日
本
社
会
は
岐
路
に
立
っ
て

い
る
。」と
し
、「
参
院
選
を
終
え
、
次
期
衆
院
選
に
向
け
て
、

市
民
と
野
党
の
共
同
は
次
の
発
展
ス
テ
ー
ジ
を
必
要
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
安
倍
政
権
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と

し
て
、
市
民
の
後
押
し
す
る
立
憲
野
党
の
連
合
政
権
の
展
望

を
市
民
社
会
の
中
で
明
確
に
し
、
市
民
に
新
し
い
政
治
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
市
民
と
野
党
の
共
同

の
発
展
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
、「
政
権
を
変
え
る
」、「
政
治
を
変

え
る
」、「
社
会
を
変
え
る
」
と
い
う
三
つ
の
位
相
を
問
題
提

起
し
て
い
る
。

　

13
の
共
通
項
目
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
じ
て
頂
い
た
一
三

名
の
論
者
の
論
考
は
、
各
共
通
政
策
を
深
く
、
か
つ
他
の
政

策
と
の
密
接
な
関
係
を
意
識
し
た
も
の
で
、
13
の
共
通
政
策

の
内
容
と
そ
の
重
要
性
を
豊
か
に
語
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

同
時
に
新
し
い
政
治
の
め
ざ
す
像
、
個
人
の
尊
厳
に
根
差
し

た
国
家
像
を
十
分
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
13
の

論
考
を
通
し
て
読
み
終
え
る
と
、
一
三
名
の
論
者
と
と
も
に

歩
ん
で
い
る
市
民
運
動
の
広
さ
と
奥
深
さ
と
そ
の
奮
闘
が
伝

わ
り
、
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

埼
玉
県
知
事
選
挙
、
岩
手
県
知
事
選
挙
と
、
一
九
参
院
選

後
も
引
き
続
き
市
民
と
野
党
の
共
闘
は
力
を
発
揮
し
、
勝
利

し
た
。
衆
議
院
議
員
の
任
期
は
二
〇
二
一
年
一
〇
月
ま
で
。

そ
れ
ま
で
に
衆
議
院
の
解
散
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
特
集
が
、
市
民
と
野
党
の
共
闘
を
前
進
さ
せ
、
政
権
構

想
を
国
民
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
に
、
聊
か
で
も
寄
与
で
き

る
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な
い
。
安
倍
政
治
を
終
わ
ら
せ
、
安

倍
改
憲
を
断
念
さ
せ
、
新
た
な
政
治
を
切
り
拓
こ
う
。

 
（「
法
と
民
主
主
義
」編
集
委
員
会
　
南
　
典
男
・
弁
護
士
）
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